
第３６号議案 

中間市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。 

平成２７年９月１日提出 

中間市長  松下 俊男   





   中間市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

第１条 中間市個人情報保護条例（平成18年中間市条例第21号）の一部を次のように改正す

る。 

目次中「第６条」を「第６条の２」に改める。 

第２条中第６項を第８項とし、第５項を第７項とし、第４項の次に次の２項を加える。 

５ この条例において「特定個人情報」とは、個人情報であって、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号

法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。 

６ この条例において「保有特定個人情報」とは、保有個人情報であって、特定個人情報

に該当するものをいう。 

第１章中第６条の次に次の１条を加える。 

（中間市個人情報保護制度運営審議会） 

第６条の２ 個人情報を保護し、その公正な運用を図るため、中間市個人情報保護制度運

営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、市長が委嘱する委員５人以内をもって組織する。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任す

ることを妨げない。 

４ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

第７条第２項各号列記以外の部分中「個人情報」の次に「（特定個人情報を除く。以下

この条において同じ。）」を加え、同項第５号中「中間市個人情報保護制度運営審議会

（以下「審議会」という。）」を「審議会」に改める。 

第８条第１項各号列記以外の部分中「個人情報を取り扱う事務」を「保有個人情報につ

いて、当該保有個人情報を取り扱う事務」に改め、同項中「のために保有個人情報を利用

し、又は当該実施機関以外の者へ提供してはならない」を「の自らの利用（以下「目的外

利用」という。）をしてはならない」に改め、同項ただし書及び各号を削り、同条第３項

を同条第６項とし、同条第２項中「前項第４号及び第５号」を「第３項第４号及び第５号」

に改め、同項を同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。 

２ 実施機関は、市の実施機関以外の者への保有個人情報（保有特定個人情報を除く。次

項及び第５項において同じ。）の提供（以下「外部提供」という。）をしてはならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保

有個人情報についての目的外利用又は外部提供をすることができる。 

(１) 法令等に定めがあるとき。 

(２) 本人の同意があるとき。 

(３) 本人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急に必要があるとき。 

(４) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を

提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業

務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用す



ることについて相当な理由があるとき。 

(５) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、その所掌事務に

必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があるとき。 

(６) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。 

(７) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いた上で、個人情報を

取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認めるとき。 

４ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の生命、健康、生活又は財産を守るた

め、緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の

同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報についての目的外利用をするこ

とができる。 

第９条中「いう。）により、保有個人情報」の次に「（保有特定個人情報を除く。）」

を加える。 

第10条第２項中「き損」を「毀損」に改め、同条第３項ただし書中「保有個人情報」の

次に「（保有特定個人情報を除く。）」を加える。 

第13条の次に次の１条を加える。 

（個人番号利用事務等の適用除外） 

第13条の２ 個人情報の取扱いを伴う事務が実施機関以外の者への委託又は指定管理者が

行う指定管理業務が個人番号利用事務（番号法第２条第10項に規定する個人番号利用事

務をいう。）又は個人番号関係事務（同条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。）

の全部又は一部の委託に該当する場合においては、前３条の規定は、適用しない。 

第16条第２項中「法定代理人」の次に「（保有特定個人情報にあっては、未成年者若し

くは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）（以下「代理人」と総称す

る。）」を加える。 

第17条第１項中「以下」を「第３項において」に改め、同条第２項中「法定代理人」を

「代理人」に改める。 

第18条第２号中「開示請求者以外の個人に関する情報」を「開示請求者（第16条第２項

の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。

以下この号、次号及び次条第２項において同じ。）以外の個人に関する情報」に改める。 

第23条第２項中「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」を「代理人」に改める。 

第24条第１項中「（以下「訂正請求書」という。）」を削る。 

第27条第１項第１号中「又は第８条」を「第８条」に改め、「いるとき」の次に「、番

号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条

の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定

個人情報ファイルをいう。）に記録されているとき」を加え、同項第２号中「第８条又は」

を「第８条第２項及び第３項若しくは」に改め、「第９条」の次に「又は番号法第19条」

を加え、同条第２項中「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」を「代理人」に改める。 

第28条第１項中「（以下「利用停止請求書」という。）」を削る。 

第33条に次の２項を加える。 

２ 他の法令等に保有個人情報の開示、訂正、消去又は収集、目的外利用若しくは外部提



供の停止に関して規定されている場合には、その定めるところによる。 

３ 保有特定個人情報については、他の法令等に保有個人情報の開示に関して規定されて

いる場合であっても、この条例による開示を行うものとする。 

第38条中「市長」を「実施機関」に改める。 

第２条 中間市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

目次中「第30条」を「第30条の２」に改める。 

第２条中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第１項及び第２項に規定す

る記録に記録された特定個人情報をいう。 

第８条第４項中「保有特定個人情報」の次に「（情報提供等記録を除く。）」を加える。 

第24条に次の１項を加える。 

３ 情報提供等記録の訂正をした場合には、実施機関は、その旨を請求者に、遅滞なく、

書面により通知しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、

総務大臣及び番号法第19条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係

る番号法第23条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機

関以外のものに限る。）に対しても、同様に通知しなければならない。 

第３章第３節中第30条の次に次の１条を加える。 

（情報提供等記録の適用除外） 

第30条の２ 情報提供等記録については、第27条から前条までの規定は、適用しない。 

第31条第１項及び第３項中「前条」を「第30条」に改める。 

附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）の施行の日（平成27年10月５日）から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第１条中中間市個人情報保護条例第８条の改正規定及び同条例第13条の次に１条を

加える改正規定 番号法附則第１条第４号に規定する規定の施行の日（平成28年１月１

日） 

(２) 第２条の規定 番号法附則第１条第５号に規定する規定の施行の日 





（第１条関係） 

中間市個人情報保護条例新旧対照表 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第６条の２） 第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い（第７条―第15条） 第２章 実施機関における個人情報の取扱い（第７条―第15条） 

第３章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等 第３章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等 

第１節 開示（第16条―第22条） 第１節 開示（第16条―第22条） 

第２節 訂正（第23条―第26条） 第２節 訂正（第23条―第26条） 

第３節 利用停止（第27条―第30条の２） 第３節 利用停止（第27条―第30条） 

第４節 救済手続及び救済機関（第31条） 第４節 救済手続及び救済機関（第31条） 

第４章 雑則（第32条―第38条） 第４章 雑則（第32条―第38条） 

第５章 罰則（第39条―第42条） 第５章 罰則（第39条―第42条） 

附則 附則 

（定義） （定義） 

第２条 （略）  第２条 （略）  

２～４ （略） ２～４ （略） 



５ この条例において「特定個人情報」とは、個人情報であって、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８

項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

６ この条例において「保有特定個人情報」とは、保有個人情報であ

って、特定個人情報に該当するものをいう。

７ （略） ５ （略） 

８ （略） ６ （略） 

（中間市個人情報保護制度運営審議会）

第６条の２ 個人情報を保護し、その公正な運用を図るため、中間市

個人情報保護制度運営審議会（以下「審議会」という。）を設置す

る。

２ 審議会は、市長が委嘱する委員５人以内をもって組織する。

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とす

る。ただし、再任することを妨げない。

４ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な

事項は、規則で定める。

（収集の制限） （収集の制限） 



第７条 （略）  第７条 （略）  

２ 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。以下この条におい

て同じ。）を収集するときは、本人から収集しなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなけれ

ばならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この

限りでない。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

(５) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集すること

が困難な場合であって、審議会の意見を聴いた上で、個人情報を

取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認めるとき。 

(５) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集すること

が困難な場合であって、中間市個人情報保護制度運営審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱

う事務の目的を達成するために必要があると認めるとき。 

(６) （略） (６) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第８条 実施機関は、保有個人情報について、当該保有個人情報を取

り扱う事務の目的以外の目的の自らの利用（以下「目的外利用」と

いう。）をしてはならない。 

第８条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のた

めに保有個人情報を利用し、又は当該実施機関以外の者へ提供して

はならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この

限りでない。

 (１) 法令等に定めがあるとき。

 (２) 本人の同意があるとき。

 (３) 本人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急に必要がある



とき。

 (４) 国、独立行政法人等他の地方公共団体又は地方独立行政法人

に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を

受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提

供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用すること

について相当な理由があるとき。

 (５) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合

で、その所掌事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに

相当な理由があるとき。

 (６) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の

目的のために保有個人情報を提供するとき。

 (７) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴い

た上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要が

あると認めるとき。

２ 実施機関は、市の実施機関以外の者への保有個人情報（保有特定

個人情報を除く。次項及び第５項において同じ。）の提供（以下

「外部提供」という。）をしてはならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、保有個人情報についての目的外利用又は外部提供

をすることができる。

(１) 法令等に定めがあるとき。



(２) 本人の同意があるとき。

(３) 本人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急に必要がある

とき。

(４) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法

人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供

を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で

提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用するこ

とについて相当な理由があるとき。

(５) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合

で、その所掌事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに

相当な理由があるとき。

(６) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を

提供するとき。

(７) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴い

た上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要が

あると認めるとき。

４ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の生命、健康、生

活又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合で

あって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であ

るときは、保有特定個人情報についての目的外利用をすることがで

きる。

５ 実施機関は、第３項第４号及び第５号のいずれかに該当するもの ２ 実施機関は、前項第４号及び第５号のいずれかに該当するものと



として、保有個人情報を目的以外の目的のために利用し、又は当該

実施機関以外の者に提供したときは、市長に対し次に掲げる事項を

記載した書面をもって報告しなければならない。 

して、保有個人情報を目的以外の目的のために利用し、又は当該実

施機関以外の者に提供したときは、市長に対し次に掲げる事項を記

載した書面をもって報告しなければならない。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

６ （略） ３ （略） 

（電子計算組織の結合による提供の制限） （電子計算組織の結合による提供の制限） 

第９条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算組織の結合（入

出力装置の接続により、保有個人情報を実施機関以外の者が随時入

手し得る状態にする方法をいう。）により、保有個人情報（保有特

定個人情報を除く。）を実施機関以外の者に提供してはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

第９条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算組織の結合（入

出力装置の接続により、保有個人情報を実施機関以外の者が随時入

手し得る状態にする方法をいう。）により、保有個人情報を実施機

関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

（適正管理） （適正管理） 

第10条 （略）  第10条 （略）  

２ 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他

の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他

の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実に、

かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴

３ 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実に、

かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴



史的又は文化的な資料として特別に保有される保有個人情報（保有

特定個人情報を除く。）については、この限りでない。 

史的又は文化的な資料として特別に保有される保有個人情報につい

ては、この限りでない。 

（個人番号利用事務等の適用除外）

第13条の２ 個人情報の取扱いを伴う事務が実施機関以外の者への委

託又は指定管理者が行う指定管理業務が個人番号利用事務（番号法

第２条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。）又は個人番号

関係事務（同条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。）の全

部又は一部の委託に該当する場合においては、前３条の規定は、適

用しない。

（開示請求権） （開示請求権） 

第16条 （略）  第16条 （略）  

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報にあ

っては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委

任による代理人）（以下「代理人」と総称する。）は、本人に代わ

って前項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）を

することができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項

の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）をすること

ができる。 

（開示請求の手続） （開示請求の手続） 

第17条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる

事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」という。）を

第17条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる

事項を記載した書面（以下「開示請求書」という。）を提出しなけ



提出しなければならない。 ればならない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

２ 開示請求をしようとする者は、開示請求に係る保有個人情報の本

人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、開示

請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。）を示す書類

を提示し、又は提出しなければならない。 

２ 開示請求をしようとする者は、開示請求に係る保有個人情報の本

人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、開示

請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること。）を示す

書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

（保有個人情報の開示義務） （保有個人情報の開示義務） 

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有

個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）

のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保

有個人情報を開示しなければならない。 

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有

個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）

のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保

有個人情報を開示しなければならない。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 開示請求者（第16条第２項の規定により代理人が本人に代わ

って開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この

号、次号及び次条第２項において同じ。）以外の個人に関する情

報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開

示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情

報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）又は開示請求者以外の

(２) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人

を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、

開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識別すること

はできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報



特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、

なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。 

を除く。 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(３)～(６) （略） (３)～(６) （略） 

（訂正請求権） （訂正請求権） 

第23条 （略）  第23条 （略）  

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下

「訂正請求」という。）をすることができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項

の規定による訂正の請求（以下「訂正請求」という。）をすること

ができる。 

（訂正請求の手続） （訂正請求の手続） 

第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書

面を提出しなければならない。 

第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書

面（以下「訂正請求書」という。）を提出しなければならない。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（利用停止請求権） （利用停止請求権） 

第27条 開示請求による開示を受けた自己を本人とする保有個人情報

が次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、

第27条 開示請求による開示を受けた自己を本人とする保有個人情報

が次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、



当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有

個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」と

いう。）に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められて

いるときは、この限りでない。 

当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有

個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」と

いう。）に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められて

いるときは、この限りでない。 

(１) 第７条の規定に違反して収集されたとき、第８条の規定に違

反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集

され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に

違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項

に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されていると

き 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

(１) 第７条の規定に違反して収集されたとき、又は第８条の規定

に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止

又は消去 

(２) 第８条第２項及び第３項若しくは第９条又は番号法第19条の

規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の

停止 

(２) 第８条又は第９条の規定に違反して提供されているとき 当

該保有個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以

下「利用停止請求」という。）をすることができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項

の規定による利用停止の請求（以下「利用停止請求」という。）を

することができる。 

（利用停止請求の手続） （利用停止請求の手続） 

第28条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た書面を提出しなければならない。 

第28条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た書面（以下「利用停止請求書」という。）を提出しなければなら

ない。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 



２ （略） ２ （略） 

（他の法令等との調整） （他の法令等との調整） 

第33条 （略）  第33条 （略）  

２ 他の法令等に保有個人情報の開示、訂正、消去又は収集、目的外

利用若しくは外部提供の停止に関して規定されている場合には、そ

の定めるところによる。

３ 保有特定個人情報については、他の法令等に保有個人情報の開示

に関して規定されている場合であっても、この条例による開示を行

うものとする。

（委任） （委任） 

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定め

る。 

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 





（第２条関係） 

中間市個人情報保護条例新旧対照表 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第６条の２） 第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い（第７条―第15条） 第２章 実施機関における個人情報の取扱い（第７条―第15条） 

第３章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等 第３章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等 

第１節 開示（第16条―第22条） 第１節 開示（第16条―第22条） 

第２節 訂正（第23条―第26条） 第２節 訂正（第23条―第26条） 

第３節 利用停止（第27条―第30条の２） 第３節 利用停止（第27条―第30条） 

第４節 救済手続及び救済機関（第31条） 第４節 救済手続及び救済機関（第31条） 

第４章 雑則（第32条―第38条） 第４章 雑則（第32条―第38条） 

第５章 罰則（第39条―第42条） 第５章 罰則（第39条―第42条） 

附則 附則 

（定義） （定義） 

第２条 （略）  第２条 （略）  

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第１項



及び第２項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

８ （略） ７ （略） 

９ （略） ８ （略） 

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の生命、健康、生

活又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合で

あって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であ

るときは、保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。）について

の目的外利用をすることができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の生命、健康、生

活又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合で

あって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であ

るときは、保有特定個人情報についての目的外利用をすることがで

きる。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

（訂正請求の手続） （訂正請求の手続） 

第24条 （略） 第24条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 情報提供等記録の訂正をした場合には、実施機関は、その旨を請

求者に、遅滞なく、書面により通知しなければならない。この場合

において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条

第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る番号

法第23条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であっ



て、当該実施機関以外のものに限る。）に対しても、同様に通知し

なければならない。

（情報提供等記録の適用除外）

第30条の２ 情報提供等記録については、第27条から前条までの規定

は、適用しない。

（不服申立て等） （不服申立て等） 

第31条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求をした者（以下これら

を「請求者」という。）は、第21条第２項（第26条及び第30条にお

いて準用する場合を含む。）の規定による決定（以下「開示等の決

定」という。）に対して不服があるときは、行政不服審査法（昭和

37年法律第160号）の規定に基づき、実施機関に対し、不服申立て

をすることができる。 

第31条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求をした者（以下これら

を「請求者」という。）は、第21条第２項（第26条及び前条におい

て準用する場合を含む。）の規定による決定（以下「開示等の決

定」という。）に対して不服があるときは、行政不服審査法（昭和

37年法律第160号）の規定に基づき、実施機関に対し、不服申立て

をすることができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 請求者は、実施機関が開示請求、訂正請求又は利用停止請求を受

理した日の翌日から起算して14日以内又は第21条第４項（第26条及

び第30条において準用する場合を含む。）の規定による延長後の期

間までに開示等の決定をしなかったときは、不服申立てをすること

ができる。 

３ 請求者は、実施機関が開示請求、訂正請求又は利用停止請求を受

理した日の翌日から起算して14日以内又は第21条第４項（第26条及

び前条において準用する場合を含む。）の規定による延長後の期間

までに開示等の決定をしなかったときは、不服申立てをすることが

できる。 

４～７ （略） ４～７ （略） 


